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14-17歳の青少年におけるデキストロメトルファンの乱
用は、2006年をピークとして減少傾向にある

デキストロメトルファン
乱用の減少は、青少年の
市販薬乱用に対する公衆
衛生的な対策が実施され
た時期と一致

米国中毒データシステムによるデキストロメトルファンの意図的乱用の曝露通報
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米国における青少年のOTC薬乱用
に対する公衆衛生的な対策とは？
2003年：OTC乱用に関するインターネット上での警告
（ニュース）
2006年：メタンフェタミン乱用対策法（エフェドリン、
プソイドエフェドリン）の施行
2006年：全国の製薬会社および販売会社の業界団体で
あるConsumer Healthcare Products 
Association(CHPA)がDMX乱用の低減と予防に関する教
育資料を公開
2007年：大手ドラッグストアチェーンがDMXを含有す
る医薬品を購入する際の年齢確認を開始
2017年：複数の州が未成年者へのDXM販売を禁止する
法律を可決
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咳止め薬を乱用する子どもたち（CBS NEWS,2003）

「ハイになるため」に風邪薬を使用する子どもたち
（ABC NEWS, 2004）

https://www.cbsnews.com/news/cough-medicine-abuse-by-kids/
https://abcnews.go.com/2020/story?id=124334&page=1

2003年：咳止め薬および風邪薬の
乱用に対する警告が初めてイン
ターネット上に掲載される
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https://www.deadiversion.usdoj.gov/meth/ 
（米国麻薬取締局）

メタンフェタミン乱用対策法（2006年～）
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エフェドリン、プソイドエフェドリン、フェニルプロパ
ノールアミンを含む医薬品を販売する際のトレーニング
（米国麻薬取締局）

https://www.deadiversion.usdoj.gov/meth/

小売店向け 通信販売業者向け
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米国 日本
１．陳列と授与 • エフェドリンおよびプソイドエフェド

リンを含有する医薬品は、カウンター
の後ろ、または施錠されたキャビネッ
トに置かなくてはならない

• 販売者は該当する医薬品を販売記録簿
に記載された購入者に直接手渡さなけ
ればならない

情報を提供するための設
備から7m以内の範囲に陳
列する

２．本人確認 • 購入者は購入時に顔写真付きの身分証明書
（州あるいは連邦政府が発行するもの）を提
示しなければならない

• 販売者が適切な本人確認ができない場合はエ
フェドリンおよびプソイドエフェドリンを販
売できない

• 販売者は身分証明書に記載された購入者の名
前と販売記録簿に記入された名前の照合をし
なければならない

• 販売者は購入記録簿に記載された購入日およ
び購入時間が正しいことを確認しなければな
らない

• 医薬品を発送する前に購入者の顔写真付き身
分証明書（州あるいは連邦政府が発行するも
の）のコピーを受け取らなくてはならない
（通信販売業者）

• 販売者は購入者が提出した名前と住所が身分
証明書の情報と一致しているかを確認しなけ
ればならない（通信販売業者）

• 購入者が若年者（高校
生、中学生等）の場合
は、氏名および年齢を
確認する

• 購入者が若年者でない場
合（大人）、本人確認に
関する規定がない

• 本人確認ができる身分証
明書が規定されていない

• 本人確認ができない場合
の規定がない

• 対面販売は必須ではない
• インターネットでも購入でき
るため直接の手渡しではない
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米国 日本
３．販売記録簿
（ログブック）

• エフェドリン、プソイドエフェドリン
を販売する際には、書面あるいは電子
的に記載された販売記録簿を作成・保
管しなければならない*

• 販売者が記載あるいは入力する事項：
販売した医薬品名、販売した数

• 購入者が記載する事項：氏名、住所、
購入日および時間、署名

• 販売記録は少なくとも2年間は保管し
なければならない

• 販売記録簿の情報は州および連邦政府
の法執行機関にのみ提示される場合が
ある

４．販売量の上限 • 1日あたりに販売できるのは購入者1
人あたり3.6gまで

• 30日以内に購入できるのは9gまで
（小売店）

• 30日以内に購入できるのは7.5gまで
（通信販売業者）

適正な使用のために必要
と認められる数量とは、
原則として一人一包装単
位（一箱、一瓶等）

５．販売者に対す
る研修

研修を完了するまではエフェドリン、
プソイドエフェドリンを含有する医
薬品を販売してはならない

• 販売記録簿（ログ
ブック）に関する
規定は存在しない

• 販売者に対する研修
に関する規定は存在
しない

• 包装単位が大きい
（100錠以上）製品
もある
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DXM乱用に対するCHPAの包
括的な取り組み（2006年～）

CHPA: Consumer Healthcare Products Association
https://www.chpa.org/about-consumer-healthcare/activities-initiatives/preventing-dextromethorphan-abuse

1.教育
2.情報提供
3.アウトリーチ
4.連携
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https://stopmedicineabuse.org/
https://stopmedicineabuse.org/tools-to-take-action/

STOP医薬品乱用キャンペーン
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https://stopmedicineabuse.org/tools-to-take-action/
https://stopmedicineabuse.org/tools-to-take-action/


https://stopmedicineabuse.org/

デキストロメトルファンは適切に使えば安全な薬
ですが、一部の若者はハイになるために乱用して
います。

どの薬に注意が必要か、自宅のキャビネッ
トを確認してみてください

そして若者との対話を始めましょう

製品のアイコン表示
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https://stopmedicineabuse.org/tools-to-take-action/

保護者向けの啓発ポスター
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最後まで僕は一人で
した。私には誰もい
ませんでした。

https://whatisdxm.com/

Whatisdxm.com DXM LABWORKS（アプリ）

実験室の技術者になる準備はできた？

若者に対するアウトリーチの例
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もし、薬剤師から支援的な声かけがあったら？

• 乱用している時は波がある（使いたい気持ち
とやめたい気持ち）

• どこかのタイミングで「このままじゃいけな
い」「支援が必要」と感じる瞬間がある

• 声かけ、パンフレットなどを渡すことは有効

薬物依存から回復を目指す患者の語りより
「症状のことを聞かれたことは一度もなかったし、たぶん売る側も僕が
乱用するために買っていたことは薄々わかっていたと思う。僕をしかっ
て くれる薬剤師なんて一人もいなかったです。」
「私みたいな依存者を出さないためにも、薬剤師さんには、ちゃんと
売って欲しいです」

嶋根卓也、ほか：薬剤師を情報源とする医薬品乱用の実態把握に関する研究、平成23年度厚生労働科学研究費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイ
エンス総合研究事業）、2012.
嶋根卓也、渡邉和久、ほか：一般用医薬品の適正使用の一層の推進に向けた依存性の実態把握と適切な販売のための研究、令和元年度厚生労働行政推進調
査事業費補助金（厚生労働科学特別事業）、2019.
嶋根卓也、ほか：大手チェーンドラッグストアにおける市販薬販売の実態に関する研究、令和5年度厚生労働科学研究費（障害者政策総合研究事業、2023.
杉浦記念財団インターネット研修：薬剤師向け市販薬乱用・依存のゲートキーパー研修、https://sugi-zaidan.s-lms.net/

千葉ダルク 田畑聡史様
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米国の公衆衛生的な対策から
学べること（まとめ）
１．乱用の対象となっている市販薬の
販売を規制するなら、厳格なルールに
基づき徹底的に
２．市販薬を乱用している若者の周り
にいる関係者への啓発的なアプローチ
が重要

Together, we have the power to make a difference.
“協力しよう、私たちには変化をもたらす力があります”
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